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新「個人所得税法実施条例」及び 

「特別付加控除暫定弁法に関する意見募集稿」公布 

2018年10月20日、中国財政部、国家税務総局は「中華人民共和国個人所得

税法実施条例（修正草案の意見募集稿）」及び「個人所得税特別付加控除暫

定弁法（意見募集稿）」（以下、「意見募集稿」）を公布し、パブリックコメント募

集を始めた。いずれも締め切り期日は2018年11月4日とされている。 

上述２つの意見募集稿では、新個人所得税法の実施細則並びに特別付加控除

に関する管理方法を明らかにした。 

意見募集稿の主なポイント 

意見募集稿に従い、各納税者に関する注目点を下記とおりにまとめた（詳細については

今後正式に公布される法条へご参照下さい）。 

外国人 

住所判定基準が維持される 

戸籍、家庭、経済的利益のために中国国内に習慣的に居住する基準は、引き続き中国

国内に住所を有するかを判定するため適用される。 

5年の免税の政策が維持される 

 中国国内に住所を有しない個人は5年間以内において、一回で30日を超える期間出

国し、又は1つの西暦年度に中国国内に滞在日数が183日に満たない場合、外国源泉所

得は中国での個人所得税の納税義務は引続き免除される。 

 但し、上記の国外所得の免税政策を享受する場合、所轄の税務機関に届出手続を

行わなければならない。 

本アラートの分析対象法規︰ 
 

 「中華人民共和国個人

所得税法実施条例

（修正草案の意見募

集稿）」 

 「個人所得税特別付加

控除暫定弁法（意見

募集稿）」 
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免税優遇政策が維持される 

 外国人は、現行の免税優遇政策を享受し、又は要件を満たす場合に特別付加控除

政策も享受できる。 

 但し、同一種類の支出項目（例えば、子女教育費、住宅家賃など）は二つの免税優

遇政策（特別付加控除政策と外国人免税政策）を同時に享受できない。 

富裕層（HNWI） 

反租税回避ルールを徹底させるため、意見募集稿では、関連者間取引、被支配外国企

業などの概念と判定基準を明確にした。 

関連者間取引 

 関連者の定義：個人とその他の個人、企業或いはその他経済組織との間に下記のい

ずれかの関係を有する場合に関連者となる。 

- 夫婦、直系血族、兄弟姉妹及びその他の養育、扶養の関係にある。 

- 資金、経営、売買などに関する直接又は間接的な支配関係を有する。 

- その他の共利益がある場合。 

 独立企業間取引原則とは、関連者関係のない取引当事者が独立企業間価格と商慣

行に基づいて取引を行う場合に遵守する原則をいう。 

被支配外国企業 

 被支配外国企業とは、居住者個人が支配する 、又は居住者個人と居住者企業が共

同で支配する外国企業をいう。 

- 居住者個人、居住者企業が直接又は間接的に外国企業の議決権株式を単独で

10%以上保有し、かつ当該外国企業の50%以上の持分を共同で保有する場合。 

- 居住者個人、居住者企業の持分比率が第1項に定めた基準に満たないが、株式、

資金、経営、売買などの方面において当該外国企業に対して実質的な支配を構成

する場合。 

 実際の税負担が明らかに低いとは、「中華人民共和国企業所得税法」に定める税率の

50%より低いことを指す。 

 合理的な商業目的を有しないとは、税額の減少、免除又は納付遅延を主な目的とする

ことを指す。 

 遅延利息は、税額の帰属する課税年度の最終営業日に中国人民銀行が公布した追

徴期間と同期間の人民元貸付基準利率に5%を加えて計算する。 

みなし譲渡 

個人が実施した非貨幣性資産の交換、及び財産を寄付、債務返済、スポンサー、投資

などに用いた場合は、財産譲渡とみなされ、個人所得税を納付しなければならない。 

 
 

国外移住前の確定申告 
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居住者個人は国外移住のため中国戸籍を抹消する場合、税務機関に戸籍抹消前の総合

所得及び経営所得の確定申告状況、その他所得の納税状況、過年度の租税滞納状況

を申告しなければならない。 

居住者納税及びその雇用主 

特別付加控除に関する情報の提出 

 納税者は初めて特別付加控除を申告する場合、又は特別付加控除に関する情報が

変更する場合、その関連情報を源泉徴収義務者又は税務機関に提出しなければならない。

特別付加控除に関する詳細は、添付を参照する。 

 納税者が提出した情報の真実性に責任を負わなければならない。 

 特別控除、特別付加控除及び法律に定められたその他控除項目の控除額は、居住者

が1納税年度の課税所得額を上限とする。1納税年度において控除し切れない場合、繰越

控除ができない。 

源泉徴収義務者の注意義務 

 源泉徴収義務者は納税者の虚偽申告を発見した場合、納税者に是正するようと勧告

しなければならない。 

 納税者が是正勧告を拒否した場合、源泉徴収義務者は税務機関に告知しなければな

らない。 

 

KPMGの所見 

意見募集稿は、李克強総理による政策安定性の維持に関する確約を徹底した。特に、

外国籍の個人に対する5年の免除政策及び免税優遇政策の継続適用は、外国籍個人

及びその雇用主の新個人所得税法がもたらすマイナス影響への懸念を払拭し、中国政府

の継続的な人材誘致策を明らかにした。 

外国人 

5年の免除政策の適用によって、中国国内で住所を有しない個人は、中国国内源

泉所得についてのみ継続して納税している。新個人所得税法の下でも、中国国内

で住所を有しない個人が1年以内に中国に183日以上居住する場合、当該個人は

居住者とする。但し、当該個人が5年以内に一回で30日を超える期間出国した場

合、中国国内源泉所得についてのみ個人所得税の課税対象とすることができる。新

個人所得税法の実施後、政府部門は個人納税者の「住所」に対する判定を厳しく

審査すると予測されている。また、5年以内の国外源泉所得を課税範囲から免除す

ることができる個人は、所轄税務機関で届出手続を行わなければならない。また、現

行の税制では、同一西暦年度内で一回で30日を超える期間の出国を完了させると

定めているが、新個人所得税法の下で当該規定が同様に適用されるかはまだ明確

にされていない。 

居住者及びその雇用主 

意見募集稿は、特別付加控除に関する管理手続きを簡素化し、雇用主に過重な
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管理負担がかからないよう注意すべきである。従業員は、雇用主に関連情報を提出

し、月度源泉徴収申告或いは年度確定申告を通じて特定項目を付加控除するこ

とができる。経常支出（例えば、家賃など）が初めて発生した場合、又は変更があっ

た場合に、従業員は雇用主に関連情報を提出して、月度源泉徴収申告を通じて

特定項目を付加控除することができる。また、意見募集稿は、納税者が提出した情

報について真実性を保証しなければならないことを明確にした。 

また、「個人所得税特別付加控除暫定弁法（意見募集稿）」第25条によると、源

泉徴収義務者は納税者が虚偽の確定申告を行ったことを発見した場合、納税者に

是正するよう助言しなければならない。納税者が是正勧告を拒否した場合、源泉徴

収義務者は税務機関に報告しなければならない。また、「中華人民共和国個人所

得税法実施条例（修正草案の意見募集稿）」第41条、第42条によると、源泉徴

収義務者が納税に関する資料を保管しなければならない。税務機関は納税者が虚

偽の申告を行ったことを発見した場合、納税者に是正を命じ、かつ源泉徴収義務者

に通知しなければならない。企業は、上記の要求に応じて従業員の控除申請の真

実性を判断し、法律に基づいて控除を行い、かつ2018年末以前に健全な内部統

制メカニズムを構築し、従業員とのコミュニケーションを改善させる必要がある。 

富裕層 

意見募集稿は、新個人所得税法に盛り込まれた反租税回避ルールについてさらに

説明した。個人所得税法における反租税回避ルールは企業所得税法における反租

税回避ルールと類似するが、一部の問題についてまだ明確されていない。個人所得

税法における反租税回避ルールに関する実務上の取り扱いは複雑で、会社又は商

業機構の場合と異なり、個人や家庭の状況に伴い変更する。中国国内に住所を有

する富裕層は、関連政策を理解し、現在のグローバル投資ポートフォリオ、投資戦略

及び税務コンプライアンスの状況を審査し、関連税務リスクを評価し、改善策を策定

する必要がある。 
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添付：個人所得税特別付加控除 
 

 

項目 控除条件 年度基準控除

額（人民元） 

関連要求 

 

子女

教育

費 

就学前教育 満3歳  

12,000 

 

両親がそれぞ

れ50%控

除、又は一

方が全額控

除 

義務教育 小中学校 

中等教育 普通高校・中等職

業教育 

高等教育 専門学校・大学・修

士・博士 

継続

教育

費 

学歴継続教育 同上 4,800 
本人控除 

職業継続教育 資格証明書を取

得 

3,600 

重病

治療

支出 

個人負担額が15,000人民元を超え

た場合 

60,000人民元

以内に実額控除 

本人控除 

住宅ロ

ーン金

利 

初めて購入した住宅のローンの金利 12,000* 
夫婦の一方を

指定して控除

できる 

 

住宅

家賃 

 

主要勤務先に

住所を有せず、

住宅を賃借して

発生した家賃 

大都市 14,400* 

夫婦が同じ都

市にいる場

合：一方のみ

控除できる 

中型の都市（人口

が100万超） 
12,000* 

中型の都市（人口

が100万未満） 
9,600* 

高齢

者扶

養費 

60歳以上の

両親、他の法

定扶養人 

一人っ子 
24,000 非一人っ子が

分割控除で

最大：１人

当たり1,000

人民元/月以

下 

非一人っ子 
12,000 

 

*住宅ローン金利、住宅家賃の実際発生額が基準控除額を下回る場合、実際の発

生額と基準控除額のどちらかを控除すべきかが明確されていない。 
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 イノベーションが新たなパワーを呼び込み、 

租税のルートも自ずから広がって行く。 
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上記に関する実務上で生じた疑問がある場合、下記まで

気軽にお問合せください。 
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